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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査信号線と、
　複数のデータ信号線と、
　上記複数の走査信号線および上記複数のデータ信号線の各交差点に形成された画素と、
　各上記走査信号線を選択して走査する走査信号線駆動回路と、
　上記複数のデータ信号線からデータ信号を供給するデータ信号線駆動回路と、を備え、
　上記走査信号線駆動回路による走査のタイミング信号である垂直同期制御信号により規
定される期間が１フレームであり、
　駆動期間が含む連続する少なくとも２フレームの駆動フレームにおいて、すべての上記
走査信号線を走査するように上記走査信号線駆動回路を制御し、かつ、上記駆動期間に続
けて、次の駆動期間が開始するまでの間に設けた、上記駆動期間よりも長い休止期間を構
成する休止フレームにおいて、すべての上記走査信号線を走査しないように上記走査信号
線駆動回路を制御する駆動制御部をさらに備え、
　上記駆動期間は、液晶表示装置内の温度下において、上記画素が異なる階調間を遷移す
るときの最も長い応答時間に相当するフレーム数以上の上記駆動フレームを含んでいるこ
とを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　上記データ信号線駆動回路は、上記駆動期間の上記駆動フレームでは、異なる階調間を
遷移する上記画素について、強調階調処理を行った階調信号を上記データ信号として上記
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複数のデータ信号線から供給することを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　上記データ信号線駆動回路は、上記駆動期間の上記駆動フレームでは、液晶表示装置内
の温度に応じた強調階調処理を行った上記階調信号を上記複数のデータ信号線から供給す
ることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　上記駆動期間内の最後の上記駆動フレームで供給される上記データ信号の極性は、上記
次の駆動期間内の最後の上記駆動フレームで供給される上記データ信号の極性と異なるこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　上記駆動期間を構成するすべてのフレームは、上記駆動フレームであることを特徴とす
る請求項１～４のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　上記画素のＴＦＴの半導体層には、酸化物半導体が用いられていることを特徴とする請
求項１～５のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　上記酸化物半導体は、ＩＧＺＯであることを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置
。
【請求項８】
　複数の走査信号線と、複数のデータ信号線と、上記複数の走査信号線および上記複数の
データ信号線の各交差点に形成された画素と、各上記走査信号線を選択して走査する走査
信号線駆動回路と、上記複数のデータ信号線からデータ信号を供給するデータ信号線駆動
回路とを備えた液晶表示装置の駆動方法であって、
　上記走査信号線駆動回路による走査のタイミング信号である垂直同期制御信号により規
定される期間が１フレームであり、
　駆動期間が含む連続する少なくとも２フレームの駆動フレームにおいて、すべての上記
走査信号線を走査するように上記走査信号線駆動回路を制御し、かつ、上記駆動期間に続
けて、次の駆動期間が開始するまでの間に設けた、上記駆動期間よりも長い休止期間を構
成する休止フレームにおいて、すべての上記走査信号線を走査しないように上記走査信号
線駆動回路を制御するステップを含み、
　上記駆動期間は、液晶表示装置内の温度下において、上記画素が異なる階調間を遷移す
るときの最も長い応答時間に相当するフレーム数以上の上記駆動フレームを含んでいるこ
とを特徴とする駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置およびその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置に代表される薄型、軽量、および、低消費電力の表示装置が盛んに
活用されている。こうした表示装置は、例えば携帯電話、スマートフォン、または、ラッ
プトップ型パーソナルコンピュータへの搭載が顕著である。また、今後はより薄型の表示
装置である電子ペーパーの開発および普及も急速に進むことが期待されている。このよう
な状況の中、現在、各種の表示装置において消費電力を低下させることが共通の課題とな
っている。
【０００３】
　最近では、液晶表示装置の駆動中の消費電力を低減するために、全走査信号線を非走査
状態とする休止期間を設けることによって、低消費電力を実現する表示装置の駆動方法が
開示されている。例えば、特許文献１には、画面を走査する走査期間（リフレッシュ期間
）と走査期間（リフレッシュ期間）との間に休止期間（非リフレッシュ期間）を設ける駆
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動方法が開示されている。さらに特許文献１に開示されている技術では、データ信号をデ
ータ信号線に取り込むために使用されるクロック信号を生成する消費電力の大きいクロッ
ク信号生成回路の駆動を停止することによって、休止期間での消費電力を大幅に低減させ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００４－７８１２４号公報（２００４年３月
１１日公開）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されている技術のように、休止期間を設ける駆動方法
では、休止期間のフレーム数（休止フレーム数）を増やすほど消費電力を大幅に低減させ
ることができるが、単位時間あたりに画面を書き換える回数が少なくなる。したがって、
各画素の駆動周波数（リフレッシュレート）が低くなる。リフレッシュレートが低くなる
と、液晶の応答特性により、残像が残ってしまう現象が発生する。この現象について、従
来の液晶表示装置を図１５の駆動タイミングで駆動した場合を例に挙げて説明する。図１
５には、特許文献１に開示されている技術のように、走査期間と走査期間との間に休止期
間を設ける駆動方法のタイミングチャートを示している。走査期間が１フレーム（図中の
「動」）で構成されており、該走査期間で白表示を行うための電圧を印加することを想定
する。
【０００６】
　まず、図１４に従来の液晶表示装置における画素の拡大図を示す。図１４に示すように
、各画素にはＴＦＴ３が設けられており、ＴＦＴ３のソース電極がデータ信号線（Ｓ（ｎ
））に電気的に接続されており、ゲート電極が走査信号線（Ｇ（ｍ））に電気的に接続さ
れている。また、ＴＦＴ３のドレイン電極が画素電極５に電気的に接続されている。なお
、画素電極５は、対向電極との間に液晶容量Ｃｌｃを形成している。データ信号線Ｓ（ｎ
）からＴＦＴ３を通じて、データ信号に応じた電圧が液晶容量Ｃｌｃに印加されることに
よって、上記のデータ信号に対応した画像を表示することができる。
【０００７】
　ここで、液晶誘電率をε、ドレイン電極とコモン電極とが相対する面積をＳ、ドレイン
電極とコモン電極との距離をｄとすると、液晶容量Ｃｌｃは下記式で表される。
【０００８】
　　Ｃｌｃ＝ε×Ｓ／ｄ
　液晶には、誘電率異方性という性質があり、液晶誘電率εは液晶分子の配向方向によっ
て値が異なる。つまり、液晶の透過率は液晶分子の配向方向によって制御するため、階調
によって液晶誘電率εは異なることになる。
【０００９】
　これに基づけば、走査期間（リフレッシュフレーム）において白表示を行うための電圧
Ｖｌｃｄ１が液晶容量Ｃｌｃに印加されると、液晶分子は印加電圧Ｖｌｃｄ１に応じた方
向に配向するが、液晶分子の配向状態が、印加電圧Ｖｌｃｄに対応した配向状態に達する
には、ある程度時間を要する。そのため、書き込み時間（走査期間）内に液晶分子の配向
状態の変化が印加電圧Ｖｌｃｄの変化に追従しきれず、液晶容量Ｃｌｃの変化は電圧の変
化に比べて遅れる。その結果、書き込み時間が終了した時点で液晶容量Ｃｌｃは白表示に
必要な液晶容量（図中の一点鎖線）に到達せず、液晶容量Ｃｌｃの変化に応じて印加電圧
Ｖｌｃｄが低下してしまう。よって、白表示に必要な電圧Ｖｌｃｄ１に到達しないため、
本来の印加電圧Ｖｌｃｄ１（図中の一点鎖線）と実際の印加電圧Ｖｌｃｄ２とに差が生じ
てしまい、画面上では残像となって視認されてしまう。
【００１０】
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　本発明は、前記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、残像の発生を抑制す
ることができ、なおかつ、消費電力を低減できる液晶表示装置およびその駆動方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様に係る液晶表示装置は、上記の課題を解決するために、複数の走査信号
線と、複数のデータ信号線と、上記複数の走査信号線および上記複数のデータ信号線の各
交差点に形成された画素と、各上記走査信号線を選択して走査する走査信号線駆動回路と
、上記複数のデータ信号線からデータ信号を供給するデータ信号線駆動回路と、駆動期間
が含む少なくとも２フレームの駆動フレームにおいて、すべての上記走査信号線を走査す
るように上記走査信号線駆動回路を制御し、かつ、上記駆動期間に続けて、次の駆動期間
が開始するまでの間に設けた、上記駆動期間よりも長い休止期間を構成する休止フレーム
において、すべての上記走査信号線を走査しないように上記走査信号線駆動回路を制御す
る駆動制御部とを備えていることを特徴としている。
【００１２】
　上記の構成によれば、駆動期間の駆動フレームでは、データ信号（表示に必要な電圧）
を各データ信号線に書き込んでいる。すなわち、毎駆動フレームでリフレッシュを行って
いる。その結果、１回目の駆動フレームでは、液晶容量が表示に必要な液晶容量に到達せ
ず、印加電圧も液晶容量に応じて低下してしまっても、２回目以降の駆動フレームで表示
に必要な電圧を再び印加することによって、液晶容量は表示に必要な液晶容量に到達し、
印加電圧も表示に必要な電圧に到達する。
【００１３】
　このように、駆動期間において、各データ信号線に書き込みを行う駆動フレームを少な
くとも２フレーム設けることによって、駆動フレームごとにリフレッシュされるので、液
晶容量は表示に必要な液晶容量に駆動期間内に到達する。結果、印加電圧も表示に必要な
電圧に駆動期間内に到達するので、画面上では残像のない表示が実現される。
【００１４】
　また、本発明の一態様に係る液晶表示装置では、休止期間中はすべての走査信号線を走
査していない非走査状態にしているので、各データ信号線への書き込みが行われず、各種
回路の駆動を停止することができるため、消費電力を低減することができる。さらには、
駆動期間よりも休止期間の方が長く設けられているので、駆動期間が複数フレームの駆動
フレームを含んでいたとしても、消費電力は十分に抑えられる。したがって、残像の発生
を抑制した高表示品位の表示を実現しつつ、消費電力を低減した液晶表示装置を提供する
ことができる。
【００１５】
　本発明の一態様に係る液晶表示装置の駆動方法は、上記の課題を解決するために、複数
の走査信号線と、複数のデータ信号線と、上記複数の走査信号線および上記複数のデータ
信号線の各交差点に形成された画素と、各上記走査信号線を選択して走査する走査信号線
駆動回路と、上記複数のデータ信号線からデータ信号を供給するデータ信号線駆動回路と
を備えた液晶表示装置の駆動方法であって、駆動期間が含む少なくとも２フレームの駆動
フレームにおいて、すべての上記走査信号線を走査するように上記走査信号線駆動回路を
制御し、かつ、上記駆動期間に続けて、次の駆動期間が開始するまでの間に設けた、上記
駆動期間よりも長い休止期間を構成する休止フレームにおいて、すべての上記走査信号線
を走査しないように上記走査信号線駆動回路を制御するステップを含んでいることを特徴
としている。
【００１６】
　上記の方法によれば、残像の発生を抑制した高表示品位の表示を実現しつつ、消費電力
を低減することができる。
【００１７】
　本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分かるであ



(5) JP 5911867 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

ろう。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の一態様に係る液晶表示装置によれば、駆動期間において、各データ信号線に書
き込みを行う駆動フレームを少なくとも２フレーム設けることによって、駆動フレームご
とにリフレッシュされるので、液晶容量は表示に必要な液晶容量に駆動期間内に到達する
。結果、印加電圧も表示に必要な電圧に到達するので、画面上では残像のない表示が実現
される。
【００１９】
　また、本発明の一態様に係る液晶表示装置では、休止期間中はすべての走査信号線を走
査していない非走査状態にしているので、各データ信号線への書き込みが行われず、各種
回路の駆動を停止することができるため、消費電力を低減することができる。さらには、
駆動期間よりも休止期間の方が長く設けられているので、駆動期間が複数フレームの駆動
フレームを含んでいたとしても、消費電力は十分に抑えられる。したがって、残像の発生
を抑制した高表示品位の表示を実現しつつ、消費電力を低減した液晶表示装置を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図中の（ａ）は、駆動期間に駆動フレームを連続的に設けた場合の本発明の一実
施形態に係る液晶表示装置の駆動タイミングの一例を示す図であり、図中の（ｂ）は、駆
動期間に駆動フレームを非連続的に設けた場合の本発明の一実施形態に係る液晶表示装置
の駆動タイミングの一例を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の全体構成を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の駆動タイミングの一例を示す図である
。
【図４】５０℃の環境下における階調間の応答時間を示す図である。
【図５】２５℃の環境下における階調間の応答時間を示す図である。
【図６】０℃の環境下における階調間の応答時間を示す図である。
【図７】各種ＴＦＴの特性を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置をＯＳ駆動で駆動する場合の駆動タイミ
ングの一例を示す図である。
【図９】図中の（ａ）は、ＯＳ駆動時に書き込む階調と、通常の駆動時に書き込む階調と
を示す図であり、図中の（ｂ）は、ＯＳ駆動時の液晶容量と、通常の駆動時の液晶容量と
を示す図である。
【図１０】図中の（ａ）は、ＯＳ駆動時に書き込む階調と、通常の駆動時に書き込む階調
とを示す図であり、図中の（ｂ）は、ＯＳ駆動時の液晶容量と、通常の駆動時の液晶容量
とを示す図である。
【図１１】図中の（ａ）は、ＯＳ駆動時に書き込む階調と、通常の駆動時に書き込む階調
とを示す図であり、図中の（ｂ）は、ＯＳ駆動時の液晶容量と、通常の駆動時の液晶容量
とを示す図である。
【図１２】図中の（ａ）は、ＯＳ駆動時に書き込む階調と、通常の駆動時に書き込む階調
とを示す図であり、図中の（ｂ）は、ＯＳ駆動時の液晶容量と、通常の駆動時の液晶容量
とを示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置に極性反転駆動方式を適用する場合の
駆動タイミングの一例を示す図である。
【図１４】従来の液晶表示装置における画素の拡大図である。
【図１５】休止期間と休止期間との間に走査期間を設ける駆動方法のタイミングチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
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　図面に基づいて、本発明の実施の形態について詳細に説明する。なお、以下の説明にお
いては、同一の機能および作用を示す部材については、同一の符号を付し、説明を省略す
る。
【００２２】
　（液晶表示装置１の構成）
　まず、本実施形態に係る液晶表示装置１の構成について、図２を参照して説明する。図
２は、液晶表示装置１の全体構成を示す図である。この図に示すように、液晶表示装置１
は、表示パネル２、ゲートドライバ４（走査信号線駆動回路）、ソースドライバ６（デー
タ信号線駆動回路）、共通電極駆動回路８、および、タイミングコントローラ１０を備え
ている。タイミングコントローラ１０はさらに休止駆動制御ブロック１２（駆動制御部）
を備えている。
【００２３】
　表示パネル２は、マトリクス状に配置された複数の画素からなる画面と、該画面を線順
次に選択して走査するためのＮ本（Ｎは任意の整数）の走査信号線Ｇ（ゲートライン）と
、選択されたラインに含まれる一行分の画素にデータ信号を供給するＭ本（Ｍは任意の整
数）のデータ信号線Ｓ（ソースライン）とを備えている。走査信号線Ｇとデータ信号線Ｓ
とは互いに直交するように配置されており、その交差点ごとに画素が形成されている。す
なわち、隣り合う２つの走査信号線Ｇと、隣り合う２つのデータ信号線Ｓとによって囲ま
れた領域が１つの画素である。
【００２４】
　図２に示すＧ（ｍ）はｍ本目（ｍは任意の整数）の走査信号線Ｇを表す。たとえばＧ（
１）、Ｇ（２）およびＧ（３）は、それぞれ１本目、２本目および３本目の走査信号線Ｇ
を表す。一方、Ｓ（ｎ）はｎ本目（ｎは任意の整数）のデータ信号線Ｓを表す。たとえば
、Ｓ（１）、Ｓ（２）およびＳ（３）は、それぞれ１本目、２本目および３本目のデータ
信号線Ｓを表す。
【００２５】
　なお、本実施形態は、説明の簡便のため等価回路を対象にした駆動を例にしており、表
示パネル２内の各画素にはスイッチング素子（ＴＦＴ）が設けられており、ＴＦＴのドレ
インは図示しない画素電極に接続されている。
【００２６】
　ゲートドライバ４は、各走査信号線Ｇを画面の上から下に向かって線順次走査する。そ
の際、各走査信号線Ｇに対して、画素に備えられ画素電極に接続されるＴＦＴをオン状態
にさせるための矩形波（走査信号）を出力する。これにより、画面内の１行分の画素を選
択状態にする。
【００２７】
　ソースドライバ６には、外部から入力された映像信号（矢印Ａ）に基づき、選択された
１行分の各画素に出力すべき電圧の値を算出し、その値の電圧を各データ信号線Ｓに出力
する。結果、選択された走査信号線Ｇ上にある各画素に対して画像データ（データ信号）
を供給する。
【００２８】
　液晶表示装置１は、画面内の各画素に対して、さらに共通電極（ＣＯＭ：不図示）を備
えている。共通電極駆動回路８は、タイミングコントローラ１０から入力される極性反転
信号（矢印Ｄ）に基づき、所定の共通電圧を共通電極に出力することで共通電極を駆動す
る。
【００２９】
　タイミングコントローラ１０の休止駆動制御ブロック１２は、ソースドライバ６を構成
する各アナログアンプの動作状態を規定する制御信号であるＡＭＰ＿Ｅｎａｂｌｅ信号を
、予め定められたタイミングで各アナログアンプに出力する。アナログアンプは、ＡＭＰ
＿Ｅｎａｂｌｅ信号がＨ値のときには動作し、Ｌ値のときには休止する。
【００３０】
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　（液晶表示装置１の駆動）
　液晶表示装置１に駆動について簡単に説明する。まずタイミングコントローラ１０には
、入力映像同期信号として、水平同期信号（ＨＳＹＮＣ）、垂直同期信号（ＶＳＹＮＣ）
が入力される。タイミングコントローラ１０は、これらの入力映像同期信号に基づき、各
回路が同期して動作するための基準となる映像同期信号として、水平同期制御信号（ＧＣ
Ｋ等）および垂直同期制御信号（ＧＳＰ等）を生成し、ゲートドライバ４およびソースド
ライバ６に出力する（図２中の矢印Ｂ，Ｃ）。
【００３１】
　休止駆動制御ブロック１２は、生成された垂直同期制御信号および水平同期制御信号に
同期して、ＡＭＰ＿Ｅｎａｂｌｅ信号をソースドライバ６に出力する。後述にて詳細に説
明するが、液晶表示装置１では、表示パネル２を駆動する際、駆動フレームを少なくとも
２フレーム含む駆動期間と、休止フレームからなる休止期間とが設けられている。休止駆
動制御ブロック１２は、駆動期間の駆動フレームにおいてはＡＭＰ＿Ｅｎａｂｌｅ信号を
Ｈ値にしてアナログアンプを動作させる。また、休止駆動制御ブロック１２は、休止期間
においては、ＡＭＰ＿Ｅｎａｂｌｅ信号をＬ値にしてアナログアンプを休止させる。休止
駆動制御ブロック１２は、任意のフレーム数を駆動フレームとし、任意のフレーム数を休
止フレームとする機能を有しており、それらを不規則に制御する機能を有している。
【００３２】
　水平同期制御信号は、ソースドライバ６において、外部から入力された映像信号を表示
パネル２へ出力するタイミングを制御する出力タイミング信号として使用され、ゲートド
ライバ４において、表示パネル２へ走査信号を出力するタイミングを制御するタイミング
信号として使用される。また、垂直同期制御信号は、ゲートドライバ４において、走査信
号線Ｇの走査スタートのタイミングを制御するタイミング信号として使用される。
【００３３】
　そこで、ゲートドライバ４は、タイミングコントローラ１０から受け取った水平同期制
御信号および垂直同期制御信号に従って、表示パネル２の走査を開始し、各走査信号線Ｇ
を順次選択して走査信号を出力する。
【００３４】
　一方、ソースドライバ６は、タイミングコントローラ１０から受け取った水平同期制御
信号に従って、外部から入力された映像信号に基づく画像データ（データ信号）を、表示
パネル２の各データ信号線Ｓに書き込むが、休止駆動制御ブロック１２からのＡＭＰ＿Ｅ
ｎａｂｌｅ信号がＨ値を維持する間だけ各データ信号線Ｓにデータ信号を書き込む。
【００３５】
　なお、本明細書において、特段の断りがない限り、「１垂直期間（１フレーム期間）」
とは、上記垂直同期制御信号により規定される期間を意味し、「１水平期間」とは、上記
水平同期制御信号により規定される期間を意味する。
【００３６】
　（駆動期間および休止期間）
　本実施形態に係る液晶表示装置１の駆動タイミングを図１に示す。図１に示すように、
液晶表示装置１は、表示パネル２を駆動する際、一定期間の駆動期間と一定期間の休止期
間とを繰り返す。駆動期間とは、休止駆動制御ブロック１２から出力されるＡＭＰ＿Ｅｎ
ａｂｌｅ信号がＨ値である期間であり、データ信号を各データ信号線Ｓに書き込む期間で
ある。一方、休止期間とは、休止駆動制御ブロック１２から出力されるＡＭＰ＿Ｅｎａｂ
ｌｅ信号がＬ値である期間であり、各データ信号線Ｓへの書き込みを行わない期間である
。駆動期間よりも休止期間の方が長い。
【００３７】
　ここで、駆動期間は、各データ信号線Ｓに書き込みを行うフレーム、すなわちすべての
走査信号線Ｇを走査する駆動フレーム（図１中の「動」）を少なくとも２フレーム含んで
いる。一方、休止期間は、すべての走査信号線Ｇを走査していない非走査状態にする休止
フレーム（図１中の「休」）で構成されている。休止期間は、駆動期間に続けて、次の駆
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動期間が開始するまでの間に設けられている。すなわち、駆動期間と休止期間とは交互に
設けられている。
【００３８】
　駆動期間では、図１中の（ａ）に示すように、駆動フレームを連続的に設け、駆動期間
を駆動フレームのみで構成してもよいし、図１中の（ｂ）に示すように、１フレームの駆
動フレームに続けて休止フレームを設け、駆動期間を駆動フレームと休止フレームとで構
成してもよい。
【００３９】
　上記のように本実施形態に係る液晶表示装置１を駆動することによって奏する効果につ
いて、液晶表示装置１を図１中の（ａ）の駆動タイミングで駆動した場合を例に挙げて説
明する。具体的には、図３に示す駆動タイミングで駆動し、駆動期間で白表示を行う場合
を想定する。
【００４０】
　この場合、図３に示すように、駆動期間は３フレームの駆動フレームから構成されてい
る。そこで、駆動期間では、駆動フレームごとに白表示に必要な電圧Ｖｌｃｄ１を印加す
る。すなわち、毎駆動フレームでリフレッシュを行う。その結果、１回目の駆動フレーム
では、液晶容量Ｃｌｃは白表示に必要な液晶容量（図中の一点鎖線）に到達せず、印加電
圧Ｖｌｃｄも液晶容量Ｃｌｃに応じて低下してしまう。しかし、引き続き２回目および３
回目の駆動フレームで白表示に必要な電圧Ｖｌｃｄ１を印加することによって、液晶容量
Ｃｌｃは白表示に必要な液晶容量に到達し、印加電圧Ｖｌｃｄも白表示に必要な電圧Ｖｌ
ｃｄ１に到達する。
【００４１】
　このように、駆動期間において、各データ信号線Ｓに書き込みを行う駆動フレームを少
なくとも２フレーム設けることによって、駆動フレームごとにリフレッシュされるので、
液晶容量Ｃｌｃは表示に必要な液晶容量に駆動期間内に到達する。結果、印加電圧Ｖｌｃ
ｄも表示に必要な電圧に到達するので、画面上では残像のない表示が実現される。
【００４２】
　ここで、本実施形態では、駆動期間で各データ信号線Ｓへの書き込みが完了すると、休
止期間ではソースドライバ６の出力をハイインピーダンス（Ｈｉ－Ｚ）状態にする。結果
、各データ信号線Ｓの電位は浮いた状態となり、データ信号線Ｓの電位は変動しない。こ
の際、休止期間においてはすべての走査信号線Ｇを非走査状態とするので、各データ信号
線Ｓにはデータ信号が供給されない。つまり、休止期間においては、各データ信号線Ｓへ
の書き込みが行われないため、ソースドライバ６の出力がＨｉ－Ｚ状態であっても、画面
表示には影響しない。
【００４３】
　よって、液晶表示装置１では、画面表示に影響がないまま休止期間中はすべての走査信
号線Ｇを非走査状態にすることができるので、各データ信号線Ｓへの書き込みが行われず
、各種回路の駆動を停止することができるため、消費電力を低減することができる。さら
に本実施形態では、駆動期間よりも休止期間の方が長く設けられているので、駆動期間が
複数フレームの駆動フレームを含んでいたとしても、消費電力は十分に抑えられる。した
がって、残像の発生を抑制した高表示品位の表示を実現しつつ、消費電力を低減した液晶
表示装置１を提供することができる。
【００４４】
　（駆動期間における駆動フレーム数）
　以下に、駆動期間に設ける駆動フレームのフレーム数について説明する。本明細書の背
景技術において既に述べたように、液晶分子の配向状態が、印加電圧に対応した配向状態
に達するには、ある程度時間を要する。その要する時間（応答時間）は、階調遷移する際
の前後の階調によって異なる。さらに、その応答速度は温度によっても異なり、温度が低
いほど一般的に応答時間は長くなる。
【００４５】
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　表１～３に、５０℃、２５℃、および、０℃の環境下における階調間の応答時間をそれ
ぞれ示す。また、それぞれの結果をグラフにしたものを図４～６に示す。
【００４６】
【表１】

【００４７】
【表２】

【００４８】
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【表３】

【００４９】
　表１～３および図４～６に示すように、いずれの環境下においても、０階調から３２～
６４階調への遷移時に最も応答時間が長くなる。その応答時間は、５０℃の環境下ではお
よそ３２ｍｓであり、２５℃の環境下ではおよそ４４ｍｓであり、０℃の環境下ではおよ
そ１２９ｍｓである。
【００５０】

【表４】

【００５１】
　したがって、１フレームの長さを１６．７ｍｓとすると、表４に示すように、５０℃の
環境下では応答時間が最も長くなる階調間の応答時間はおよそ３２ｍｓであるため、階調
遷移はおよそ２フレームをかけて行われる。すなわち、書き込みに必要なフレームはおよ
そ２フレームである。同様に、２５℃の環境下では応答時間が最も長くなる階調間の応答
時間はおよそ４４ｍｓであるため、階調遷移はおよそ３フレームをかけて行われる。すな
わち、書き込みに必要なフレームはおよそ３フレームである。また、０℃の環境下では応
答時間が最も長くなる階調間の応答時間はおよそ１２９ｍｓであるため、階調遷移はおよ
そ８フレームをかけて行われる。すなわち、書き込みに必要なフレームはおよそ８フレー
ムである。
【００５２】
　よって、５０℃の環境下では、駆動期間において少なくとも２フレームの駆動フレーム
を設けることによって、応答時間が最も長くなる階調遷移であっても、駆動期間内で応答
が完了する。同様に、２５℃の環境下では、駆動期間において少なくとも３フレームの駆
動フレームを設けることによって、応答時間が最も長くなる階調遷移であっても、駆動期
間内で応答が完了する。また、０℃の環境下では、駆動期間において少なくとも８フレー
ム設けることによって、応答時間が最も長くなる階調遷移であっても、駆動期間内で応答
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が完了する。
【００５３】
　このように、駆動期間は、液晶表示装置１内の温度下において、画素が異なる階調間を
遷移するときの最も長い応答時間に相当するフレーム数の駆動フレームを少なくとも含ん
でいることが好ましい。これによれば、駆動期間には、画素が異なる階調間を遷移すると
きの最も長い応答時間と略同等の長さとなるフレーム数の駆動フレームが少なくとも設け
られているので、すべての階調遷移時において、液晶容量Ｃｌｃはほぼ確実に駆動期間内
に表示に必要な液晶容量に到達することができる。結果、印加電圧Ｖｌｃｄも表示に必要
な電圧にほぼ確実に駆動期間内に到達するので、より確実に残像の発生を抑制することが
できる。この際、休止期間中はすべての走査信号線Ｇは非走査状態にしており、駆動期間
よりも休止期間の方が長く設けられているので、消費電力を低く維持したまま、より高表
示品位の表示を実現することができる。
【００５４】
　なお、温度に応じて、駆動フレームのフレーム数を制御する場合は、液晶表示装置１内
の温度を測定する図示しない温度測定部を設け、休止駆動制御ブロック１２は温度測定部
の出力に基づいて、駆動フレームのフレーム数を制御すればよい。
【００５５】
　ところで、駆動期間は、少なくとも２フレームの駆動フレームが設けられているだけで
も、十分に残像の発生を抑制した高表示品位の表示を実現しつつ、消費電力を低減した液
晶表示装置１を提供することができることは言うまでもない。
【００５６】
　（ＴＦＴ特性）
　本実施形態に係る液晶表示装置１においては、表示に必要な液晶容量への到達速度をよ
り向上させるために、ＴＦＴとして、その半導体層にいわゆる酸化物半導体を用いたＴＦ
Ｔを採用することが好ましい。この酸化物半導体には、例えばＩＧＺＯ（ＩｎＧａＺｎＯ
ｘ）が含まれる。その理由について、図７を参照して説明する。図７は、各種ＴＦＴの特
性を示す図である。この図７では、酸化物半導体を用いたＴＦＴ、ａ－Ｓｉ（amorphous 
silicon）を用いたＴＦＴ、およびＬＴＰＳ（Low Temperature Poly Silicon）を用いた
ＴＦＴの各々の特性を示す。本図において、横軸（Ｖｇｈ）は、各ＴＦＴにおいてゲート
に供給されるオン電圧の電圧値を示し、縦軸（Ｉｄ）は、各ＴＦＴにおけるソース－ドレ
イン間の電流量を示す。特に、図中において「ＴＦＴ－ｏｎ」と示されている期間は、オ
ン電圧の電圧値に応じてオン状態となっている期間を示し、図中において「ＴＦＴ－ｏｆ
ｆ」と示されている期間は、オン電圧の電圧値に応じてオフ状態となっている期間を示す
。
【００５７】
　図７に示すように、酸化物半導体を用いたＴＦＴは、ａ－Ｓｉを用いたＴＦＴよりも、
オン状態の時の電流量（すなわち、電子移動度）が高い。図示は省略するが、具体的には
、ａ－Ｓｉを用いたＴＦＴは、そのＴＦＴ－ｏｎ時のＩｄ電流が１ｕＡであるのに対し、
酸化物半導体を用いたＴＦＴは、そのＴＦＴ－ｏｎ時のＩｄ電流が２０～５０ｕＡ程度で
ある。このことから、酸化物半導体を用いたＴＦＴは、ａ－Ｓｉを用いたＴＦＴよりも、
オン状態の時の電子移動度が２０～５０倍程度高く、オン特性が非常に優れていることが
分かる。
【００５８】
　以上のことから、本実施形態に係る液晶表示装置１において、酸化物半導体を用いたＴ
ＦＴを各画素に採用することによって、各画素のＴＦＴのオン特性が非常に優れたものと
なる。そのため、各画素に対して画素データを書き込む際の電子移動量を増大し、該書き
込みにかかる時間をより短時間化することができる。すなわち、本実施形態に係る液晶表
示装置１では、液晶容量は表示に必要な液晶容量に駆動期間内に到達することができるの
で、印加電圧も表示に必要な電圧に駆動期間内に到達することができる。この際、ＩＧＺ
Ｏ等の酸化物半導体によってオン電流を大きくすることが好ましいが、オフ電流はより小
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さくすることが好ましい。オフ電流が大きいほど、電圧印加後の電圧は早く低下し、オフ
電流が小さいほど、電圧印加後の電圧はゆっくりと低下する。そのため、オフ電流が小さ
ければ、電圧の低下が少なく、休止期間を長くしても同じ輝度を保つことができることか
ら、休止期間を長時間化することが可能となる。
【００５９】
　（変形例１；ＯＳ駆動を用いた液晶表示装置１の駆動）
　近年では、液晶の応答時間の改善技術として、オーバーシュート駆動（オーバードライ
ブ）と称される駆動方法（階調遷移強調処理）が提案されている。階調遷移強調処理（以
下、ＯＳ駆動と称す）とは、階調遷移が起きる画素に強調電圧を印加することにより液晶
の応答を加速させ、応答時間の改善を図る駆動方法である。
【００６０】
　具体的には、例えば、階調Ａから階調Ａよりも大きい階調Ｂに遷移する場合、階調Ｂの
書き込み電圧よりも大きい電圧（強調電圧）を画素に印加する。これによって、液晶分子
の配向変化が促進され、液晶の反応速度が上がる。したがって、階調Ａから階調Ｂへ遷移
する画素の応答速度をより高速にすることができる。なお、階調Ａから階調Ａよりも小さ
い階調Ｃにスイッチングする場合には、階調Ｃの書き込み電圧よりも小さい電圧（強調電
圧）を印加することで同様の効果が得られる。
【００６１】
　本実施形態に係る液晶表示装置１の駆動においても、ＯＳ駆動を適用してもよい。そこ
で、液晶表示装置１の駆動にＯＳ駆動を適用する場合について、図８を参照して説明する
。図８は、液晶表示装置１をＯＳ駆動で駆動する場合の駆動タイミングを示す図である。
【００６２】
　図８に示す駆動タイミングで駆動し、駆動期間で白表示を行う場合を想定する。この場
合、図８に示すように、駆動期間は２フレームの駆動フレームから構成されている。駆動
期間ではＯＳ駆動を行うので、駆動フレームごとに強調電圧（強調階調処理を行った階調
信号）を印加する。その結果、１回目の駆動フレームでは、強調電圧が印加されることに
よって液晶の応答速度が速くなり、液晶容量Ｃｌｃは白表示に必要な液晶容量（図中の一
点鎖線）にほぼ到達する。そこで、引き続き２回目の駆動フレームで強調電圧を印加する
ことによって、液晶容量Ｃｌｃは白表示に必要な液晶容量に到達し、印加電圧Ｖｌｃｄも
白表示に必要な電圧Ｖｌｃｄ１に到達する。
【００６３】
　このように、駆動期間においてＯＳ駆動を行うことによって、液晶の応答速度が速くな
るので、液晶容量Ｃｌｃは表示に必要な液晶容量により速く到達する。この際、駆動フレ
ームを少なくとも２フレーム設けているので、液晶容量Ｃｌｃはより確実に駆動期間内に
表示に必要な液晶容量に到達することができる。結果、印加電圧Ｖｌｃｄも表示に必要な
電圧により確実に駆動期間内に到達するので、画面上では残像の発生をより抑制された表
示が実現される。この際、休止期間中はすべての走査信号線Ｇを非走査状態にしており、
駆動期間よりも休止期間の方が長く設けられているので、消費電力を低く維持したまま、
より高表示品位の表示を実現することができる。
【００６４】
　（ＯＳ駆動における強調電圧）
　ＯＳ駆動において印加する強調電圧について、図９～１２を参照して説明する。図９～
１２中の（ａ）は、ＯＳ駆動時に書き込む階調と、通常の駆動時に書き込む階調とを示す
図であり、（ｂ）は、ＯＳ駆動時の液晶容量Ｃｌｃと、通常の駆動時の液晶容量Ｃｌｃと
を示す図である。
【００６５】
　上述したように、ＯＳ駆動では、階調Ａから階調Ａよりも大きい階調Ｂに遷移する場合
、階調Ｂの書き込み電圧よりも大きい電圧（強調電圧）を画素に印加する。また、階調Ａ
から階調Ａよりも小さい階調Ｃにスイッチングする場合には、階調Ｃの書き込み電圧より
も小さい電圧（強調電圧）を印加する。
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【００６６】
　例えば、図９中の（ａ）に示すように、０階調から１２８階調に遷移する場合は、１６
０階調を書き込む。その結果、図９中の（ｂ）に示すように、通常の駆動をした場合（図
中の一点鎖線）と比較して、ＯＳ駆動をした場合（図中の実線）の方が、液晶容量Ｃｌｃ
が１２８階調に対応する液晶容量に到達するまでの時間が短くなる。これは、上述したよ
うに、階調遷移時に強調電圧を印加することによって、液晶の応答速度が速くなったため
である。同様に、図１０中の（ａ）および（ｂ）に示すように、６４階調から１２８階調
に遷移する場合は、１４０階調を書き込むことによって、液晶容量Ｃｌｃが１２８階調に
対応する液晶容量に到達するまでの時間が短くなる。これらの強調電圧は、階調遷移前の
階調と階調遷移後の階調とに基づいて演算を行い、階調遷移する画素に書き込むべき階調
（すなわち、強調電圧）を算出する。ＯＳ駆動は周知の技術であるため、ここでは強調電
圧の具体的な算出方法の説明は省略する。
【００６７】
　上述の実施形態において既に述べたように、液晶の応答速度は温度によっても異なり、
温度が低いほど一般的に応答時間は長くなる。そのため、ＯＳ駆動を行う際も温度に基づ
いた強調電圧を印加することが望まれる。そこで、０階調から１２８階調に遷移する場合
、例えば２５℃の環境下では、図１１中の（ａ）に示すように、１６０階調を書き込む。
一方、０℃の環境下では、図１２中の（ａ）に示すように、１９０階調を書き込む。その
結果、図１１中の（ｂ）および図１２中の（ｂ）に示すように、通常の駆動をした場合（
図中の一点鎖線）と比較して、０℃および２５℃いずれの環境下においても、ＯＳ駆動を
した場合（図中の実線）の方が、液晶容量Ｃｌｃが１２８階調に対応する液晶容量に到達
するまでの時間が短くなる。これは、階調遷移時に、温度に起因して応答速度が低下して
いても、その温度に応じた強調電圧を印加することによって、液晶の応答速度が速くなっ
たためである。
【００６８】
　以上のように、ＯＳ駆動時に、温度に起因して応答速度が低下していても、その温度に
応じた強調電圧を印加することによって、液晶の応答速度がより確実に速くなるので、液
晶容量Ｃｌｃは駆動期間内に表示に必要な液晶容量により確実に到達する。結果、印加電
圧Ｖｌｃｄも表示に必要な電圧により確実に駆動期間内に到達するので、画面上では残像
の発生をより抑制された表示が実現される。この際、休止期間中はすべての走査信号線Ｇ
を非走査状態にしており、駆動期間よりも休止期間の方が長く設けられているので、消費
電力を低く維持したまま、より高表示品位の表示を実現することができる。
【００６９】
　なお、温度に応じた強調電圧の具体的な算出方法についての説明も、ここでは省略する
。
【００７０】
　（変形例２；極性反転駆動方式を用いた液晶表示装置１の駆動）
　液晶表示装置を駆動する時には、長時間にわたり液晶分子に直流電圧（ＤＣ電圧）を印
加すると、焼き付き等の特性劣化が起こるので、これを防止するために印加する電圧の極
性を周期的に変えながら駆動させる極性反転駆動方式を用いる方法がある。
【００７１】
　本実施形態に係る液晶表示装置１においても、極性反転駆動方式を適用してもよい。そ
こで、液晶表示装置１に極性反転駆動方式を適用する場合について、液晶表示装置１を図
１３の駆動タイミングで駆動する場合を例に挙げて説明する。
【００７２】
　本実施形態に係る液晶表示装置１に極性反転駆動方式を適用する場合は、駆動期間内の
最後の駆動フレームに供給されるデータ信号の極性が、次の駆動期間内の最後の駆動フレ
ームに供給されるデータ信号の極性と異ならせる。すなわち、駆動期間内の最後の駆動フ
レームのみに着目すれば、駆動期間ごとに最後の駆動フレームに供給されるデータ信号の
極性は交互に反転する。したがって、図１３の場合、駆動期間内の３番目の駆動フレーム
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で供給されるデータ信号の極性が負であるので、次の駆動期間内の３番目の駆動フレーム
で供給されるデータ信号の極性は正とする。
【００７３】
　なお、焼き付き等の特性の劣化は、休止期間中の電圧の極性が休止期間ごとに反転して
いるか否かによって決まる。そのため、駆動期間における最後の駆動フレーム以外の駆動
フレームでは、供給するデータ信号の極性を駆動フレームごとに反転させてもよいし、所
定数の駆動フレームごとに反転させてもよいし、図１３のように反転させなくてもよい。
図１３のようにデータ信号の極性を反転させない場合、すなわち駆動期間における最後の
駆動フレームで供給するデータ信号の極性と同じ極性を持つデータ信号を、他の駆動フレ
ームでも供給する場合、データ信号の極性を反転させるのに要する電力を省略することが
できる。
【００７４】
　本発明は上述した実施形態ならびに変形例に限定されるものではなく、請求項に示した
範囲で種々の変更が可能である。すなわち、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的
手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても、本発明の技術的範囲に含まれる。
【００７５】
　〔実施形態の総括〕
　以上のように、本発明の一態様に係る液晶表示装置は、上記の課題を解決するために、
複数の走査信号線と、複数のデータ信号線と、上記複数の走査信号線および上記複数のデ
ータ信号線の各交差点に形成された画素と、各上記走査信号線を選択して走査する走査信
号線駆動回路と、上記複数のデータ信号線からデータ信号を供給するデータ信号線駆動回
路と、駆動期間が含む少なくとも２フレームの駆動フレームにおいて、すべての上記走査
信号線を走査するように上記走査信号線駆動回路を制御し、かつ、上記駆動期間に続けて
、次の駆動期間が開始するまでの間に設けた、上記駆動期間よりも長い休止期間を構成す
る休止フレームにおいて、すべての上記走査信号線を走査しないように上記走査信号線駆
動回路を制御する駆動制御部とを備えていることを特徴としている。
【００７６】
　上記の構成によれば、駆動期間の駆動フレームでは、データ信号（表示に必要な電圧）
を各データ信号線に書き込んでいる。すなわち、毎駆動フレームでリフレッシュを行って
いる。その結果、１回目の駆動フレームでは、液晶容量が表示に必要な液晶容量に到達せ
ず、印加電圧も液晶容量に応じて低下してしまっても、２回目以降の駆動フレームで表示
に必要な電圧を再び印加することによって、液晶容量は表示に必要な液晶容量に到達し、
印加電圧も表示に必要な電圧に到達する。
【００７７】
　このように、駆動期間において、各データ信号線に書き込みを行う駆動フレームを少な
くとも２フレーム設けることによって、駆動フレームごとにリフレッシュされるので、液
晶容量は表示に必要な液晶容量に駆動期間内に到達する。結果、印加電圧も表示に必要な
電圧に駆動期間内に到達するので、画面上では残像のない表示が実現される。
【００７８】
　また、本発明の一態様に係る液晶表示装置では、休止期間中はすべての走査信号線を走
査していない非走査状態にしているので、各データ信号線への書き込みが行われず、各種
回路の駆動を停止することができるため、消費電力を低減することができる。さらには、
駆動期間よりも休止期間の方が長く設けられているので、駆動期間が複数フレームの駆動
フレームを含んでいたとしても、消費電力は十分に抑えられる。したがって、残像の発生
を抑制した高表示品位の表示を実現しつつ、消費電力を低減した液晶表示装置を提供する
ことができる。
【００７９】
　さらに、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記駆動期間は、液晶表示装
置内の温度下において、上記画素が異なる階調間を遷移するときの最も長い応答時間に相
当するフレーム数の上記駆動フレームを少なくとも含んでいることを特徴としている。
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【００８０】
　液晶分子の配向状態が、印加電圧に対応した配向状態に達するには、ある程度時間を要
する。その要する時間（応答時間）は、階調遷移する際の前後の階調によって異なる。さ
らに、その応答時間は温度によっても異なり、温度が低いほど一般的に応答時間は長くな
る。そこで、上記の構成によれば、駆動期間には、画素が異なる階調間を遷移するときの
最も長い応答時間と略同等の長さとなるフレーム数の駆動フレームが少なくとも設けられ
ているので、すべての階調遷移時において、液晶容量はほぼ確実に駆動期間内に表示に必
要な液晶容量に到達することができる。結果、印加電圧も表示に必要な電圧にほぼ確実に
駆動期間内に到達するので、より確実に残像の発生を抑制することができる。この際、休
止期間中はすべての走査信号線は非走査状態にしており、駆動期間よりも休止期間の方が
長く設けられているので、消費電力を低く維持したまま、より高表示品位の表示を実現す
ることができる。
【００８１】
　さらに、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記データ信号線駆動回路は
、上記駆動期間の上記駆動フレームでは、異なる階調間を遷移する上記画素について、強
調階調処理を行った階調信号を上記データ信号として上記複数のデータ信号線から供給す
ることを特徴としている。
【００８２】
　上記の構成によれば、駆動期間において強調階調処理を行うことによって、液晶の応答
速度が速くなるので、液晶容量は表示に必要な液晶容量により速く到達する。この際、駆
動フレームを少なくとも２フレーム設けているので、液晶容量はより確実に駆動期間内に
表示に必要な液晶容量に到達することができる。結果、印加電圧も表示に必要な電圧によ
り確実に到達するので、画面上では残像の発生をより抑制された表示が実現される。この
際、休止期間中はすべての走査信号線を非走査状態にしており、駆動期間よりも休止期間
の方が長く設けられているので、消費電力を低く維持したまま、より高表示品位の表示を
実現することができる。
【００８３】
　さらに、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記データ信号線駆動回路は
、上記駆動期間の上記駆動フレームでは、液晶表示装置内の温度に応じた強調階調処理を
行った上記階調信号を上記複数のデータ信号線から供給することを特徴としている。
【００８４】
　液晶の応答速度は温度によっても異なり、温度が低いほど一般的に応答時間は長くなる
。したがって、上記の構成によれば、強調階調処理時に、温度に起因して応答速度が低下
していても、その温度に応じた強調電圧を印加することによって、液晶の応答速度がより
確実に速くなるので、液晶容量はより確実に駆動期間内に表示に必要な液晶容量に到達す
る。結果、印加電圧も表示に必要な電圧により確実に駆動期間内に到達するので、画面上
では残像の発生をより抑制された表示が実現される。この際、休止期間中はすべての走査
信号線を非走査状態にしており、駆動期間よりも休止期間の方が長く設けられているので
、消費電力を低く維持したまま、より高表示品位の表示を実現することができる。
【００８５】
　さらに、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記駆動期間内の最後の上記
駆動フレームで供給される上記データ信号の極性は、上記次の駆動期間内の最後の上記駆
動フレームで供給される上記データ信号の極性と異なることを特徴としている。
【００８６】
　液晶表示装置を駆動する時には、長時間にわたり液晶分子に直流電圧（ＤＣ電圧）を印
加すると、焼き付き等、特性の劣化が起こる虞がある。そこで、上記の構成によれば、印
加する電圧の極性を周期的に変えながら駆動させる極性反転駆動方式を用いることによっ
て、焼き付き等、特性の劣化を防止することができる。
【００８７】
　さらに、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記駆動期間を構成するすべ
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てのフレームは、上記駆動フレームであることを特徴としている。
【００８８】
　さらに、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記駆動期間は、上記駆動フ
レームと上記休止フレームとで構成されており、１フレームの上記駆動フレームに続けて
上記休止フレームが設けられていることを特徴としている。
【００８９】
　上記の構成によれば、駆動期間では、駆動フレームを連続的に設け、駆動期間を駆動フ
レームのみで構成してもよいし、駆動フレームを非連続的に設け、駆動期間を駆動フレー
ムと休止フレームとで構成してもよい。
【００９０】
　さらに、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記画素のＴＦＴの半導体層
には、酸化物半導体が用いられていることを特徴としている。
【００９１】
　さらに、本発明の一態様に係る液晶表示装置においては、上記酸化物半導体は、ＩＧＺ
Ｏであることが好ましい。
【００９２】
　上記の構成によれば、画素のＴＦＴとして、電子移動量が比較的高い酸化物半導体（例
えば、ＩＧＺＯ）を用いたＴＦＴを採用することにより、各画素に対して画素データを書
き込む際の電子移動量を増大し、当該書き込みにかかる時間を短時間化することができる
。これにより、液晶容量は表示に必要な液晶容量に駆動期間内に到達することができるの
で、印加電圧も表示に必要な電圧に駆動期間内に到達することができる。この際、酸化物
半導体によってオン電流を大きくすることが好ましいが、オフ電流はより小さくすること
が好ましい。オフ電流が大きいほど、電圧印加後の電圧は早く低下し、オフ電流が小さい
ほど、電圧印加後の電圧はゆっくりと低下する。そのため、オフ電流が小さければ、電圧
の低下が少なく、休止期間を長くしても同じ輝度を保つことができることから、休止期間
を長時間化することが可能となる。
【００９３】
　さらに、本発明の一態様に係る液晶表示装置の駆動方法は、上記の課題を解決するため
に、複数の走査信号線と、複数のデータ信号線と、上記複数の走査信号線および上記複数
のデータ信号線の各交差点に形成された画素と、各上記走査信号線を選択して走査する走
査信号線駆動回路と、上記複数のデータ信号線からデータ信号を供給するデータ信号線駆
動回路とを備えた液晶表示装置の駆動方法であって、駆動期間が含む少なくとも２フレー
ムの駆動フレームにおいて、すべての上記走査信号線を走査するように上記走査信号線駆
動回路を制御し、かつ、上記駆動期間に続けて、次の駆動期間が開始するまでの間に設け
た、上記駆動期間よりも長い休止期間を構成する休止フレームにおいて、すべての上記走
査信号線を走査しないように上記走査信号線駆動回路を制御するステップを含んでいるこ
とを特徴としている。
【００９４】
　上記の方法によれば、残像の発生を抑制した高表示品位の表示を実現しつつ、消費電力
を低減することができる。
【００９５】
　発明の詳細な説明の項においてなされた具体的な実施形態または実施例は、あくまでも
、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義
に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する請求の範囲内で、いろいろ
と変更して実施することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　本発明に係る液晶表示装置は、例えば携帯電話、スマートフォン、または、ラップトッ
プ型パーソナルコンピュータ等の表示部に適用することができる。
【符号の説明】
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【００９７】
１　液晶表示装置
２　表示パネル
３　ＴＦＴ
４　ゲートドライバ
５　画素電極
６　ソースドライバ
８　共通電極駆動回路
１０　タイミングコントローラ
１２　休止駆動制御ブロック

【図１】 【図２】
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